
〔別紙１〕 

随 意 契 約 理 由 書                 

神戸市 

件      名 東クリーンセンター高圧進相コンデンサ盤補修 

契約の相手方 ㈱明電エンジニアリング 

根 拠 法 令 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当 

 随意契約の理由 

 

 本業務は、東クリーンセンターの高圧進相コンデンサ盤の補修を行うものである。 

 この設備は、東クリーンセンターが電力を消費しているときに、力率（電気のエネルギー効率）を適

正な状態に維持するために必要な受電設備である。 

 当該機器が故障すると電気エネルギーに損失が生じるため、電力会社に支払う料金が割増になる

等の経済的損失が生じたり、東クリーンセンターの電気機器が過負荷になるおそれがある。 

 本業務の目的は、高圧進相コンデンサ盤の部品交換を行い、受電設備を健全な状態に戻すことに

よって、ごみ焼却業務に支障をきたさないようにするものである。 

 本補修には本設備の設計・製造・施工会社である㈱明電舎しか所有していない本設備の性能、構

造、機能等に関する技術的な情報が必要となる。 

 上記業者は（株）明電舎の保守・点検等サービス部門を一手に承継する唯一の業者であるため、

本設備の整備は上記業者しか履行することができない。 

 以上の理由により、上記業者と随意契約を締結する。 

担 当 部 署 

（問合せ先） 
環境局東クリーンセンター  （電話番号 078-452-4100） 

 


